
定　　　　義階層
新　市 能代市

３ 歳 未 満 児 ３ 歳 以 上 児

二ツ井町 新　市
能代市

３　歳 ４歳以上
二ツ井町

（単位：円／月）

Ａ
生活保護法による被保護世帯
　　　　　　　  （単給世帯を含む）

0 0 0 0 0 0 0

Ｂ 住民税非課税世帯 8,000 8,100 8,000 5,400 5,400 5,400 6,000

Ｃ１ 住民税課税均等割のみの世帯 16,600 16,600 17,000 14,000 14,000 14,000 14,000

Ｃ２ 住民税課税所得割がある世帯 17,500 17,500 19,500 14,800 14,800 14,800 16,500

Ｄ１ 所得税 14,000円未満 22,900 22,900 20,600 20,600 20,600

Ｄ２ 所得税 14,000円以上 39,000円未満 24,300 24,300 21,800 21,800 21,800

Ｄ３ 所得税 39,000円以上 64,000円未満 27,000 27,000 24,300 24,300 24,300

Ｄ４ 所得税 64,000円以上112,000円未満 28,300 28,300 26,400 26,400 26,400

Ｄ５ 所得税112,000円以上160,000円未満 30,000 33,300 27,000 31,100 28,000

Ｄ６ 所得税160,000円以上208,000円未満 36,600 41,100 27,000 32,700 28,000

Ｄ７ 所得税208,000円以上408,000円未満 39,600 45,700 27,000 32,700 28,000

Ｄ８ 所得税408,000円以上 48,000 60,000 27,000 32,700 28,000

保 　 　 育 　 　 料

21,750

27,000

27,000

27,000

24,750

30,000

30,000

27,00030,000

30,000
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新
し
い
市
で
は
こ
う
な
り
ま
す

福
祉
関
係
事
業

こ
れ
ま
で
行
っ
て
い
る
障
害
者
や
高
齢
者

な
ど
の
福
祉
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
継
続

し
て
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
高
齢
者
の
福
祉
サ
ー

ビ
ス
で
行
っ
て
き
た
事
業
の
中
に
、
介
護
保

険
制
度
の
改
正
に
よ
り
18
年
度
か
ら
介
護
保

険
の
中
で
行
っ
て
い
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
︵
18
年
４
月
か
ら
障
害
者
自
立
支

援
法
が
施
行
さ
れ
︶
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
が
変
わ
り
ま
す
。

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
は

﹁
保
育
所(

園)

の
給
食
・
通
園
バ
ス
の
運
行
﹂

な
ど
で
す
。

18
年
度
か
ら
統
一
す
る
も
の
は
、
長
寿
祝

事
業
、
生
き
が
い
対
応
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
︵
18
年
度
か
ら
は
介
護
保
険
の
中
で
、
介

護
予
防
事
業
で
実
施
︶
、
一
時
保
育
・
延
長

保
育
事
業
、
保
育
料
︵
た
だ
し
へ
き
地
保
育

所
は
現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぎ
︶
と
な
っ
て

い
ま
す
。

現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぎ
新
市
で
調
整
す

る
も
の
は
﹁
放
課
後
児
童
対
策
事
業
︵
児
童

ク
ラ
ブ
事
業
︶
﹂
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
育
料
に
関
し
て
は
、
下
の
と
お
り
表
に

ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。階

層
は
Ａ
か
ら
Ｄ
８
ま
で
の
12
階
層
で

す
。
３
歳
未
満
と
３
歳
以
上
に
分
け
、
基
本

的
に
両
市
町
の
現
行
の
低
い
方
の
額
に
設
定

し
て
い
ま
す
。
減
免
は
、
両
市
町
の
現
行
と

ほ
ぼ
同
じ
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。


